
 

 

■国民健康保険法施行令（抜粋） 

 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織） 

第二条 法第十一条第一項に定める協議会（第五項において「都道府県協議会」

という。）は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する

委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者（高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。）

第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同

じ。）を代表する委員をもつて組織する。 

２ 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代

表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者

を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数

以内の数とする。 

３ 法第十一条第二項に定める協議会（以下この条において「市町村協議会」

という。）は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する

委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 

４ 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保

険者を代表する委員を加えて組織することができる。 

５ 都道府県協議会及び市町村協議会（次条及び第四条第一項において「協議

会」という。）の委員の定数は、条例で定める。 

 

（委員の任期） 

第三条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第四条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員

がこれを選挙する。 

２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職

務を代行する。 



 

 

■清須市国民健康保険条例（抜粋） 

 

（清須市国民健康保険運営協議会の委員の定数） 

第２条 清須市国民健康保険運営協議会（以下「市協議会」という。）の委員

の定数は、次に定めるところによる。 

(１) 被保険者を代表する委員 ３人 

(２) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ３人 

(３) 公益を代表する委員 ３人 

(４) 被用者保険等保険者を代表する委員 １人 

  

（規則への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、市協議会に関して必要な事項は、規則で定

める。 

 

附 則（令和７年３月31日条例第10号） 

この条例は、令和７年11月１日から施行する。 

 


